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「第 2 期三木市創生計画 人口ビジョン・総合戦略」 

に対する意見書の概要及び意見に対する市の考え方 

意見募集期間 令和２年２月１８日(火)～３月１８日(水) （３０日間） 

意 見 者 数  ５名（１４０件） 

  

番号 意見の概要 市の考え方（案） 

第１章 計画の趣旨 

１ 若者が結婚しない理由

として、厚生労働省の調

査上１位である「適当な

相手に巡り合わない」

の、「適当な相手」とは

どのような事なのかを把

握しているのか。 

 ご指摘の調査の出典元である第１５回出

生動向調査によると、結婚相手に求める条

件として重視する点は、未婚男性・女性と

もに１位「人柄」、２位「家事・育児の能力」、

３位「仕事への理解」となっています。そ

の他、「容姿」「共通の趣味の有無」は男女

ともに重視する割合が高く、女性では「経

済力」「職業」を重視する割合がこれらより

高くなっています。 

また、本市縁結び課が実施したアンケー

トによると、三木市内の未婚者の結婚の決

め手となる条件は、１位「性格（３２．

１％）」、２位「経済力（２４．０％）」、３位

「健康（１０．８％）」、４位「恋愛感情（９．

７％）」、５位「趣味（４．３％）」となって

います。なお、縁結び課が実施したアンケ

ート等の内容については、インターネット

（平成２６年１２月号の広報みき）で公開

しています。 

２  「誇りを持って暮ら

す」というスローガンが

定住の意思決定に合って

いない。まちに誇りを持

っていなくても、ライフ

スタイルや都合にあう魅

力があるから定住するの

ではないか。 

第２期三木市創生計画 人口ビジョン・

総合戦略（案）（以下、「第２期創生計画」

という。）ｐ３３に記載のとおり、「誇りを

持って暮らせるまち三木」は、第２期創生

計画の目標であり、ご指摘にあるような定

住の意思決定を促すスローガンではありま

せん。 

また、「誇りを持って暮らせるまち三
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木」は、令和２年度から市政の羅針盤とし

て定めた総合計画の「まちの将来像」で

す。この将来像に向けチーム三木（市民・

議会・企業・団体・行政）が一丸となり取

り組むことにより、まちの総合力が高ま

り、魅力向上につながると考えます。 

３  ＰＤＣＡは常に行って

いるのか。「改善され

た」等の記載があるが、

施策がどのような効果を

及ぼし、結果に至ったか

の分析を行っているの

か。 

 ＰＤＣＡについては、第２期創生計画ｐ

３０に記載しています。 

三木市創生計画策定検証委員会（以下、

「委員会」という。）により毎年検証を行

っています。委員会での内容については、

ホームページで資料や議事録を公開してい

ます。 

本計画は、平成２７年度に策定した第１

期三木市創生計画～人口ビジョン・総合戦

略～（以下、「第１期創生計画」という。）に

おいて、毎年実施内容の検証を行い、ＰＤ

ＣＡサイクルを経た結果として策定されま

した。そのため、人口目標や目標設定の根

拠、ＫＰＩ等、第１期創生計画を踏襲した

内容が多く含まれます。 

このため、第２期創生計画は、第１期創

生計画の施策による効果として検証した結

果、「改善された」という記述となっていま

す。 

４  三木市総合計画と同様

に「誰がどこまで」を明

記したほうがいいのでは

ないか。ＫＰＩや施策に

対して、担当する部署や

課名を明示すべき。 

 三木市総合計画は、本市の最上位計画と

して、「チーム三木（市民、議会、企業、

団体、行政）による協働のまちづくり」を

もって推進すると記載しています。そのた

め、各施策についても、「市役所が進める

こと」「市民に進めていただくこと」「企

業・団体に進めていただくこと」と「チー

ム三木」それぞれの役割分担を記載してい

ます。また、市役所一丸となって計画を実

行することから、担当課等については記載

しておりません。 
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一方、第２期創生計画は、人口減少対策

に特化した個別計画であることから、原則

的に市役所が進めることについて記載され

ているため、「市役所以外の主体が行うこ

と」を記載していません。個別計画である

ものの、４５年続くわが国の少子化という

人口減少問題は、要因が複雑に絡んでお

り、一朝一夕に解決できない問題です。そ

のため、担当部署が多岐にわたることか

ら、担当課が進める事業を記載しており、

三木市総合計画と同様に、市役所一丸とな

って推進するという意味から、担当する部

署や課名については記載していません。 

第１期創生計画と同様に、第２期創生計

画においても、各課のＫＰＩや施策の進捗

状況を企画政策課がとりまとめ、毎年度末

の改定時に最新の進捗状況を公開します。 

５  検証を行うだけではな

く、検証結果を「毎年公

表する」と追記し、進捗

状況を市民に示す必要が

あると思う。 

 検証結果については、第１期創生計画時

から毎年公表しています。地方創生関係交

付金の事業については「地方創生関係交付

金～事業・ＫＰＩ検証資料～」として詳し

くまとめるとともに、委員会での検証内容

については議事録での公表を行っていま

す。それらの検証をふまえ、毎年計画の改

定を行い、ＫＰＩの実績値についても、第

１期創生計画ｐ１０１～１０４に記載のと

おり、計画改定の際に進捗状況を公開して

います。 

 なお、委員会の開催については、記者発

表とホームページでの公開を行うことによ

り市民の皆様にお知らせするとともに、内

容についてもホームページで公表していま

す。 

第２章 近年の三木市を取り巻く状況について 

６  外国人居住者の多くが

短期・中期居住者という

 現在、国は外国人の居住者を拡大する施

策を行っており、現行の法制度では１０年
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認識を持ってほしい。 間合法的に滞在した外国人居住者には日本

の永住権が認められる制度となっていま

す。 

 これらのことから、第２期創生計画ｐ５

４に記載のとおり、本市においても外国人

居住者との共生社会に向けたまちづくりを

行うことが重要であると考えます。 

第３章 第１期三木市創生計画の総括と分析について 

７  具体的には、どのよう

な施策がどのような効果

をもたらした結果だと考

えるのか。過去５年間の

施策移行時期と結果の比

較もしくはアンケートを

行うなどして、原因を追

究すべき。 

 ３番の回答にもあるとおり、第２期創生

計画は、第１期創生計画を検証したＰＤＣ

Ａサイクルから策定された計画となりま

す。策定に当たり、総括として第１期創生

計画前と、政策実行による結果として現時

点でのデータ比較の検証を行いました。検

証結果については第２期創生計画ｐ７～２

９にまとめられています。本市の自然増減・

社会増減の改善については、第１期創生計

画で実行した市独自の縁結び事業や子育て

支援施策、移住支援策、「生涯活躍のまち構

想」等により、未婚率・合計特殊出生率が

改善し、県内への社会減が社会増となった

ものと分析されています。 

また、アンケートについては、令和元年

１２月に議決された三木市総合計画の策定

過程において実施した市民アンケートや１

０地区で行った「三木みらい会議」、市内若

者による「三木若者ミーティング」でのご

意見を、三木市創生計画においても活用し

ています。内容等は、ホームページで公開

されている三木市総合計画をご覧くださ

い。 

８  人口減少している中で

世帯数が増加しているの

はどのような現象だと捉

えているのか。シニア層

の単独世帯が増加してい

 本市において、世帯数が増加しているの

は単身世帯及び核家族の増加によるものと

分析しています。また、第２期創生計画ｐ

１４、１５に記載のとおり、本市の人口構

造の特徴である団塊の世代とその前後の世
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るのであれば、介護対策

や買い物・移動等の問題

なども計画しないといけ

ないと思う。 

 世帯数の増加の鈍化

は、シニア層の単独世帯

化が飽和していると捉え

ることもできる。 

代（以下、「ニュータウン世代」という。）が

人口に占める割合が大きいことから、今後、

後期高齢者の割合が伸びることが想定され

ています。そのため、第２期創生計画ｐ３

３に記載のとおり、施策の主なターゲット

に「市内の高齢者」を加えました。 

 移動手段の問題については、第２期創生

計画ｐ５０にも記載のとおり、将来にわた

る持続可能な公共交通の確保維持のため、

継続的に各バス路線の利用状況を分析・評

価し、運行見直しを行うとともに、新たな

交通手段として一部地域を対象としたデマ

ンド型交通の導入検討を行っています。 

今後、後期高齢者が増えるという分析を

受け、第２期創生計画ｐ４６に記載のとお

り、拡大生産年齢人口の考え方を取り入れ、

いつまでも健康に活躍するために、自主的

に健康づくりや運動、栄養及び社会性の維

持増進に取組める環境づくりを行うこと

で、健康寿命を延ばす取り組みを推進しま

す。 

また、ご指摘の介護対策については、平

成３０年に策定された三木市高齢者福祉計

画・第７期介護保険事業計画において、後

期高齢者の増加予測と三木市としての計画

を記載しています。 

９  三木市の転出数が減っ

ていることは、少子化な

ので当然だ。分析が浅す

ぎるのではないか。 

 ご指摘については、第２期創生計画ｐ１

７、２２の数字をご覧ください。三木市の

人口減少が３.５年間で２％（５年相当に換

算すると２．８５％）の減少（平成２５年

時の社会減総数５８１人で換算すると５８

１×２．８５％＝１６．５人）に対し、転出

超過の改善率は５年間で７０%（平成２９年

時点で改善した社会減数。（（５８１人－１

７０人）÷５８１人）となっています。転

出数の改善が及ぼしている人口減少の影響
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は約４％（１６．５人÷４１１人）となり、

ご指摘の仮説では説明できません。 

一方、転出数の改善に及ぼしている県内

の社会増減数の改善による影響は、７５%

（３０７人÷４１１人）を占めています。 

このことから、第２期創生計画ｐ２１に

記載のとおり、三木市の社会減の総数に改

善が見られる主な要因は、県内への社会増

減が転出超過から転入超過に転じたことで

あり、ご指摘にある少子化を含む人口減少

によるものではないと分析しています。 

１０  「働く場」の改善も必

要であるが、三木市内か

ら市外に働きに出る選択

肢もある。子育て世代の

移住や定住の理由に「教

育環境」があることを認

識してほしい。 

 第２期創生計画ｐ４１、４２に記載のと

おり、「子育て支援」や「教育」は非常に重

要であると考えています。 

 しかし、第２期創生計画ｐ２にも記載し

ているように、人口減少の最も大きな要因

は未婚化に加え晩婚化や価値観の多様化が

進んでいることにより生まれる子どもが少

なくなっていることと考えられます。自然

増（出産増）をめざし、結婚を増やすため

のアプローチの一環として、1 番の回答に

もあるとおり、アンケートにおける結婚の

決め手として、２位に「経済力」とあるこ

とから、自然増対策として、「働く場」の創

出や未婚・晩婚化対策等、複合的に施策を

行うことが重要であると考えます。 

１１  就業構造は、全く環境

の違う神戸と比べても分

析にならない。近隣の同

環境の市町村と比較し、

全国的に同環境で成功し

ている市町村と比較しな

いといけない。 

 「近隣の同環境の市町村」とありますが、

例えば人口規模という点では、本市は北播

磨地区各市と比べ約２倍の人口規模であ

り、人口構造という点では８番の回答に記

載されているとおり、「ニュータウン世代」

の比率が多いという他市に無い特徴があり

ます。地理的立地や人口規模、人口構造が

各市で異なる中で、例えば「北播磨」とい

う立地の区域は似ていても、中身は市町村

により千差万別であり、「同環境の市町村」
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とはどのような意味で「同環境」と考える

かにより大きく異なります。 

 ご指摘の就業構造における神戸市との比

較については、三木市民の通勤・通学先と

して多い市（出典：国勢調査）であり、就業

に関する関係が深く、第１期創生計画にお

ける検証作業を行う意味から、第１期創生

計画で比較した神戸市との比較を第２期創

生計画においても行っています。 

１２ 空き家対策として、空

き家を買い取り、賃貸事

業として三木市の収益を

作る方法などを検討して

はどうか。 

第２期創生計画ｐ１２に記載のとおり、

本市は、県内他市町と比較して空き家率が

低い自治体です。しかしながら、空き家対

策は人口減少社会において、今後重要な課

題となるため、令和２年３月に空き家の適

正管理や利活用について空き家対策を計画

的かつ総合的に取り組むべく「三木市空家

等対策計画」を策定しました。 

空き家対策として、第２期創生計画ｐ３

９に記載のとおり、持ち主とのマッチング

により起業時に活用することを考えていま

す。 

ご提案の賃貸事業については、第１期創

生計画で集合住宅整備の一環として類似す

る内容を計画していましたが、検討の結果、

第１期創生計画第ｐ５８に記載のとおり、

ニーズや事業採算性の観点から見直しとな

りました。今後、国や県の今後の動向や社

会的ニーズを調査しながらご意見を参考に

させていただきます。 

１３ 「人口減少でも住みや

すいまち」の定義は何か。

どこと、何と比較をして

いるのか、転入・転出の

社会増減のために行うの

であれば、根拠が必要で

はないか。 

 第２期創生計画ｐ３４の「総合戦略の体

系と５つの柱」に記載している内容が「住

みやすいまち」を具体化したものとなりま

す。 

 安心して働き、未来へ続く希望があり、

多世代が協働し、持続可能で多様性を認め

合うまちが、第２期創生計画が考える「住
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みやすいまち」となります。 

 また、第２期創生計画ｐ２７に「限られ

た人口の取り合いをするのではなく、」と記

載のとおり、社会増による人口増のみをめ

ざす計画ではありません。結婚や出産を促

すことで、自然増による人口目標達成をめ

ざす計画となっています。 

第２期創生計画ｐ３２に記載のとおり、

社会増減を２０３０年に±０、自然増減を

２０４０年に合計特殊出生率１．８に回復

することで人口目標５万人をめざす人口ビ

ジョンを目標としています。 

１４ 「世帯収入を引き上げ

る必要がある」とあるが、

引き上げることで得られ

る生活の向上をめざすと

ともに、たとえ世帯収入

が現状維持であっても得

られる質の高いサービス

を整える必要があると思

う。 

 第２期創生計画ｐ１に記載のとおり、今

後、日本の人口は大幅に減少する推計が発

表されています。このことにより、将来、

人口オーナス（人口減がきっかけで、経済

の縮小スパイラルが起こり、減少人口以上

の規模で経済が縮小すること。「人口ボーナ

ス」の起きた高度成長期の反対の現象にあ

たる。）が起こると内閣府が警笛を鳴らして

います。（出典：内閣府「選択する未来：人

口推計から見えてくる未来像」） 

 世帯収入等の所得や生産性が現状維持と

なり、人口オーナスにより経済の縮小スパ

イラルが起きた場合、「現状維持で質の高い

サービスを整える」ことは難しい可能性が

あるため、世帯収入の増加が必要であると

考えます。 

 また、市役所のサービスについては、第

２期創生計画ｐ５１に記載のとおり、業務

改革を進め、先進技術などを導入すること

でサービス水準の維持向上に努めます。 

１５ 「行政だけでは解決で

きない課題を、市民や企

業、団体、議会に加え本

市に関わる関係人口と一

 第２期創生計画ｐ４５やｐ５１に記載の

とおり、協働のまちづくりや市内外での官

民連携を推進します。 

 また、市政懇談会や三木若者ミーティン
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体になり協働によるまち

づくりを推進」とあるの

は、絶対に必要だと思う。

その際には、意見を受け

入れる市役所側の体制を

整える必要があると思

う。 

グ、三木市総合計画に記載している「地域

の思いを形にするプロジェクト」等を通じ、

市民からの意見を伺い、実現する体制を整

えたいと考えます。 

第４章 三木市創生計画 

１６  三木市創生計画策定検

証委員会の、委員の選定

に疑問がある。一般公募

を行うなど、委員の選定

から見直したほうがいい

のではないか。 

 第２期創生計画ｐ３０に記載のとおり、

委員の選定に関して、国の指針である「産

官学金労言士」（産業団体、官公庁、大学、

金融機関、労働団体、マスメディア、士業）

に市民を加え、毎年見直しを行っています。

平成２７年度に制定した第１期創生計画策

定時から５年間、各分野の専門家からご意

見をいただいて検証を行い、今年度は第２

期創生計画の策定を進めました。委員は「産

官学金労言士」の専門家であること、一部

の専門等に偏りがあってはならないことが

国の指針となっています。また、委員会に

おいて第１期創生計画で国の地方創生関係

交付金を受けた事業の検証作業を引き続き

行うため、対象の事業についての知識や経

験を有する市民の代表者にご参加いただい

ています。このことから、一般公募は、現

在のところ考えていません。 

１７  人口目標５万人の根拠

は何か。人口増加率１位

となった全盛期の三田市

は、２０万人をめざし、

１２万人弱である。５万

人には届かないのではな

いか。 

まず、ご指摘の三田市の人口目標との比

較ですが、他市と比較する際には同種の計

画で比較します。三田市の創生計画に当た

る「三田市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」（平成２８年策定）の目標は９万５千人

となっています。 

次に、本市の人口目標については、第２

期創生計画ｐ３２に記載のとおり、第１期

創生計画の人口目標と同数を設定していま

す。また、第１期創生計画ｐ２８に５万人



10 

 

の根拠が記載されています。 

 根拠となる考え方は３点あり、「１ 国・

兵庫県等と目標を合わせること（兵庫県の

人口ビジョンが、平成２７年発表の国立社

会保障・人口問題研究所推計（以下、「２７

推計」という。）の１２０％を見込んでいる

こと）。」「２ 都市としてのサービス水準を

維持するためには、人口規模が５万人以上

必要とされていること。」「３ 地方自治法

第８条で定める市となるべき人口要件が５

万人であること。」となります。２７推計に

よる２０６０年の本市の推計人口が約４万

人であることから、根拠１で計算すると４

万×１．２＝４万８千人となり、５万人を

人口目標と定めました。 

 第１期創生計画ｐ２１～２７に、２７推

計を元に合計特殊出生率と社会増減率の変

化による人口シミュレーションの結果を記

載しています。２０３０年に社会増減±０、

２０４０年に合計特殊出生率１．８を回復

することで２０６０年の人口５万人を達成

することができることから、第２期創生計

画においても同じ人口ビジョンを第２期創

生計画ｐ３２に記載しています。 

また、５万人に届かないのではないかと

いうご指摘については、第２期創生計画ｐ

１７に記載されているとおり、平成３１年

３月時点で、５万人を目標とした第１期創

生計画の目標値を実績値が上回っていま

す。２７推計値の１．２５倍という難しい

目標ですが、チーム三木一丸となり取り組

んでまいります。 

１８ 

 

 

 

 人口を増やし、収入を

上げる上で、ＳＤＧｓは、

重要な指標の一つとなっ

ている。しかしながら、

ＳＤＧｓについては、第２期創生計画の

ｐ４８にも記載していますが、市政全般に

必要な観点であることから、個別計画であ

る第２期創生計画ではなく、市の最上位計
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三木市のＳＤＧｓに関す

る社会的評価は、高くな

い。社会的評価を得られ

るようなブランディング

に努めてほしい。 

画である三木市総合計画ｐ２９に該当一覧

表を記載しています。 

今後、ＳＤＧｓの視点も取り入れた施策

の展開やＰＲを行い、三木のブランディン

グをすすめていきたいと考えています。 

１９ 

 

 ＳＤＧｓについて、各

対策・各事業にターゲッ

トナンバーを記載する必

要がある。 

２０  施策の主なターゲット

について、市内の若者世

代、市内外の子育て世代、

市内の高齢者、関係人口

と４つが記載されている

が、定住が見込める「子

育て世代」と人口として

増え続ける「高齢者」の

２分野に絞って住みやす

いまちづくりを進めるべ

きではないか。 

ターゲットから削除するべきとのご指摘

である「市内の若者世代」と「関係人口」に

ついてお答えします。 

まず、「市内の若者世代」については、１

３番の回答にあるとおり、第２期創生計画

は社会増による目標人口の達成だけではな

く、自然増による目標人口達成を計画して

います。第２期創生計画ｐ１～３、１８～

２０に記載があるとおり、本市の自然減（合

計特殊出生率の低さ）の主な原因は、未婚・

晩婚化、価値観の多様化等による結婚する

若者世代の減少（未婚率の上昇）にありま

す。第１期創生計画以前から、本市はこの

点に危機感を持ち、全国に先駆けて縁結び

事業（婚活支援）を行っています。第１期

創生計画の総括として、未婚率が改善した

結果、約１０年にわたり県内最下位であっ

た合計特殊出生率が改善し、県内２９市中

２７位となりました。しかし、未婚率、合

計特殊出生率ともに県平均や全国平均には

届いていない状態です。第２期創生計画ｐ

４０に記載しているとおり、縁結び事業で

２０１８年に９組にご成婚いただき、成婚

者から生まれた子どもの総数は４３人と、

着実に成果を積み上げています。これらの

ことから、第１期創生計画に引き続き、タ
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ーゲットから「市内の若者世代」を削除す

ることは考えていません。 

次に、「関係人口」についてご回答します。

関係人口は、国の「第２期まち・ひと・しご

と創生総合戦略」において新たな視点とし

て示されており、地方公共団体も指針とす

べき考え方になります。関係人口とは、第

２期創生計画ｐ５２に「本市の地域課題を

解決する企業や、何らかの関わりを持つ関

係人口を増やすことにより、将来の交流人

口や移住者予備軍を増やす。」とあるよう

に、人口減少が今後進む中で、現在の市民

だけではなく、他市の企業や人々を巻き込

んで本市の課題解決を行うことが今後求め

られています。 

移住行動に関する研究によると、移住と

いう行動の前に、関係人口から交流人口、

そして移住と段階を経ることがわかってい

ます。 

また、神戸電鉄粟生線三木駅の再生に、

現在市外からふるさと納税を通じて１億円

を超す支援が集まっており、これも関係人

口を示す一例となります。 

これらのことから、今後本市の課題解決

においては関係人口の増加を図ることは必

要となるため、ターゲットからの削除は考

えていません。 

２１  関係人口は、「三木ファ

ンを増やす」とあるが、

意図する意味がわからな

い。何のファンか。 

２０番の回答にあるとおり、関係人口は

非常に漠然とした概念であり、一言では言

い表せません。そこで、「何らかの関りを持

つ関係人口」をわかりやすく示す言葉とし

て、「三木ファン」という文言を用いており、

ゴルフ、金物、歴史上の人物、地理、鉄道な

ど、当市に関係する何らかの事柄について

深い興味を持つ人を示しています。また、

ご指摘の点を受け止め、注釈を加えます。 
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２２  ターゲットは「市内の

高齢者」ではなく、新規

の移住者として「市外の

高齢者」を含めるという

意味で「市内外の高齢者」

に改めてはどうか。 

移住者のターゲットとして市外の高齢者

を含めるかどうかについては、どちらも賛

否両論あります。 

本市に魅力を感じて移住していただける

方の年齢にはこだわっていません。本市は、

都会的な面と田舎の面を持つ「ちょうどい

い田舎」です。その、「ちょうどいい感」が、

それぞれのライフスタイルに合う方が移住

していただける方であると考えます。 

また、２０番の回答にもあるとおり、移

住予備軍として関係人口をターゲットとし

て設定しています。 

これらのことから、まずは市内に住む高

齢者を含むすべての方が住み続けたいまち

づくりを進めることにより、市外の高齢者

にも魅力のあるまちになると考えます。 

２３  個人的にはシニア層の

移住は不要だと思う。生

産労働世代が移住してこ

そ意味がある。 

第５章 ５つの柱と施策について 

１ 安心して働く環境を創る 

２４  「本市の歴史や自然を

生かしながら、新たな時

代を切り開く仕事を創

り」とあるが、何を指し

ているのかわからない。

この文言は訂正又は削除

したほうが良いのではな

いか。 

ご指摘の点は、本文の５つの施策の柱に、

具体的な施策を指し示す文章を掲示してい

ます。 

第２期創生計画ｐ３５・３６の、ご指摘

の本文は、その後に続く具体的な施策とな

る３点を指し示しています。具体的には、

（１）ゴルフを核としたまちの活性化（２）

既存産業振興（３）新規企業誘致を指す文

章となります。「本市の歴史を生かした」既

存産業（金物、農業、商業等）と、「自然を

生かした」ゴルフ産業、「時代を切り開く仕

事を創る」新規企業誘致を指します。 

ご指摘の訂正や削除を行った場合、残り

４つの施策の柱の本文と整合性が取れた構

成とならないため、訂正および削除は考え

ていません。 

２５  全国高等学校・中学校

ゴルフ選手権春季大会の

「三木としてのゴルフのブランド化」に

ついては、第２期創生計画ｐ３５に「全国
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誘致は、「ゴルフの聖地」

としてのブランド力に新

たな付加価値を加えるも

ので、とても期待してい

る。 

高等学校・中学校ゴルフ選手権春季大会の

恒久的な会場を三木市内のゴルフ場に誘致

することで、アマチュア、ジュニア、若手

プロ及び上位プロとすべてのゴルファーに

関係する「ゴルフのまち」をめざす。」と記

載されているとおりになります。 

市内の各種団体での連携については、三

木市観光協会、全三木市内ゴルフ場、三木

商工会議所、吉川商工会、三木市、三木市

教育委員会による連携組織として三木市ゴ

ルフ協会を設立し、スタンプラリー等によ

る市内商店の商品や商品券による消費やゴ

ルフ場での市内物品の販売等を行っていま

す。 

また、全国高等学校・中学校ゴルフ選手

権春季大会の恒久的な会場となることで、

事前合宿の誘致を行い、三木市内の宿泊施

設等への経済的効果も期待できます。 

２６  三木としてのゴルフの

ブランド化は何を考えて

いるのか。ゴルフ場が多

いだけで、発祥の地でも

ないし、ゴルフ関連企業

が多い訳でもない。また、

多くの人はゴルフ場に来

ているだけで、市内の店

舗等で買い物をするわけ

でもない。市内の各種団

体と連携し、ゴルフ場の

お客さんに市内で経済活

動をしてもらう行動を促

すべきだ。 

２７  三木レディースゴルフ

トーナメントをもっとＰ

Ｒする、ゴルフ関係のメ

ディアと連携する等、魅

力やポテンシャルをもっ

と生かしてほしい。 

第１期創生計画の際に、ふるさと納税の

記念品に三木市内のゴルフ場利用券を設定

していることから、ふるさと納税のＰＲを

通じてゴルフ関係のメディア等にアピール

しました。また、ゴルフ関連雑誌に三木市

の記事を掲載いただく他、ラジオ番組との

コラボレーション企画を行うなど、メディ

アとの連携も行っております。 

今後も引き続き庁内外との連携を図り、

「ゴルフのまち」をめざします。 

２８  国の特区制度などを利

用して、「ゴルフのまち」

に相応しい拠点化や取組

を行ってほしい。 

第１期創生計画において、国の創生交付

金を利用し、「ゴルフを核としたまちの活性

化」として三木レディースゴルフトーナメ

ントやスタンプラリー、みっきぃドリーム

チャレンジ、ジュニアゴルファーの育成等

を行いました。引き続きゴルフを核とした

まちの活性化に取り組みます。 
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第２期創生計画ｐ３５に「経済産業省と

の連携によりゴルフを核とした産業振興を

進める。」とあるように、今後も、国や県と

連携し、活用できる制度があれば活用した

いと考えます。 

２９  ゴルフについて、大人

の初心者向け教室の開催

を求めます。大人が来れ

ば三木市に愛着を持ち、

三木市内店舗への誘導も

可能ではないか。 

三木市ゴルフ協会がＫＩＳＳ ＦＭ Ｋ

ＯＢＥと連携し、初心者向けのルール・マ

ナー講習を含んだラウンド体験イベントを

行っています。 

３０  スナッグゴルフが、将

来のゴルフ人口につなが

るイメージが持てない。

これは、思い出作り事業

の一端ではないのか。 

日本を代表するプロゴルファーである畑

岡奈紗氏、渋野日向子氏等スナッグゴルフ

から入り、ゴルファーとなっている方は多

く、また、三木市ゴルフ協会にもスナッグ

ゴルフ出身のゴルファーは多数在籍してい

ただいています。 

将来のゴルフ人口の増加をめざし、まず

はゴルフに触れる取組から進め、スナッグ

ゴルフの振興を進めます。 

３１  三木市出身のトッププ

ロを育成するために、例

えば三木市出身の才能の

ある子どもに一切お金を

かからない環境を整える

特待生制度のようなもの

を作ってはどうか。 

ジュニア育成については、現在、裾野を

広げる活動を主に行っています。現在の活

動を継続しつつ、将来的に検討していきま

す。 

３２  市民ゴルファーを増加

させるためには、全世代

がゴルフをする環境を整

えることが必要である。

例えば、安定した世帯収

入や、免許返納後もゴル

フができる交通手段であ

る。これらを踏まえた上

で、どのような対策をす

世帯収入については、ｐ１２、１３に記

載があるとおり、現在増加しています。 今

後、健康寿命を延ばす取組や「生涯活躍の

まち構想」を進める中で、高齢者や女性が

就労しやすい環境を整えます。 

なお、免許返納後におけるゴルフ場への

交通手段の対策については、現状の限りあ

る交通資源の中で、市内各ゴルフ場へバス

路線を運行することは極めて困難と考えま
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るのか。 す。 

今後、ゴルフ場への交通手段の確保につ

いては、公共交通を利用したゴルフ場への

移動需要を十分に見定めた上で、慎重に検

討する必要があると考えます。 

３３  現在、日本のゴルフ人

口が減少しており、高齢

化が進んでいる。そのよ

うな社会状況の中で、Ｋ

ＰＩのゴルフ場利用者数

を実現するためにどのよ

うな戦略を考えているの

か。 

第２期創生計画ｐ３５で「近年の減少し

ているゴルフ人口の増加を図るとともに、

（略）世界中の人々が本市の地域資源に触

れる機会を創出する」とあるとおり、ゴル

フ利用者の増加について大きく２つの戦略

を示しています。１つ目は、市内を中心と

する若年世代のゴルフ人口の増加策です。

スナッグゴルフやジュニアゴルフ教室、２

９番の回答にある大人の初心者向けイベン

ト等を通じ、ゴルフ人口の増進を図ります。

２つ目は、インバウンドによる外国人ゴル

ファーの誘致です。第１期創生計画を通じ、

インバウンド戦略を進めた結果、ゴルフ場

での外国人への対応やツアーの誘致が実を

結びつつあります。 

３４  インバウンドは、本当

に必要か。限りある人材

の中で、今注力するべき

ことか。 

インバウンドについては、国が訪日外国

人を増やす施策を行っており、訪日者数が

伸びています。 

１０番の回答にあるとおり、今後、日本

全体が人口減少社会となる中で、人口オー

ナスが起こり、内需が縮小することが予測

されており、外需、つまり観光業において

はインバウンドの取り込みが急務となって

います。 

その中で、第１期創生計画ｐ６６に記載

しているとおり、インバウンド戦略を推進

し、かじやツーリズムやキッチンプロジェ

クト等、金物やゴルフと組み合わせたツア

ーを開発し、地域の特性を生かした市内産

業の活性化につなげていくため、旅行事業

者と連携を行っています。第２期創生計画

３５  訪日外国人数が伸びて

いる要因は何か。ツアー

会社との連携等の対策は

考えているのか。 
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においても、引き続き推進してまいります。 

３６  ２５あるゴルフ場は三

木市の大きな財産であ

る。経常的に「ゴルフの

まち三木」を外部にアピ

ールする施策を入れるべ

きではないか。例えば、

週替わりで２５のゴルフ

場を順番に訪れるシャト

ルバスの運行や三木市民

の利用料を格安にする等

を検討してはどうか。ま

た、「経済産業省との連携

による（仮）地域未来法

活用事業」も、中身につ

いて詳しく知りたい。 

２８番の回答にもあるとおり、第１期三

木市創生計画を実施する中で、「ゴルフを核

としたまちの活性化」として三木レディー

スゴルフトーナメントやスタンプラリー、

みっきぃドリームチャレンジ、ジュニアゴ

ルファーの育成等を行いました。これらの

施策は一定の成果を得ていますが、大きな

財政負担が生じており、ご提案の事業につ

いては、マーケット調査等も検討し、総合

的に判断して検討します。 

また、「経済産業省との連携による（仮）

地域未来法活用事業」については、現在連

携内容を関係各所と調整をしながら地域未

来法基本計画に定める令和４年度までの実

施をめざす事業であるため、具体的な内容

については、調整終了後適切に発表します。 

３７ 外国人宿泊者数の目標

値は、民泊を解禁すると

達成度が上がると思う。 

民泊については、兵庫県の条例上の規制

があるため、本市の判断で解禁することは

できません。 

３８ 三木市内又は北播磨地

区で、クラスタ※の形成

として、以下の２点に取

組んでほしい。１つ目は

三木金物クラスタで、２

つ目は環境・宇宙・航空

機産業等をはじめとする

次世代産業等に参画する

金属加工業に対応した総

合的なクラスタである。

既存の企業の高い技術力

を集結すればクラスタ形

成をめざすことができ、

優良企業を誘致する魅力

になる。 

※「産業クラスタ」とは、歴

本市内においては、全国有数の金物産地

として、伝統で培った高品質な金属製品の

加工技術を保有する金物の地場産業をはじ

め、金属製品や機械・部品を製造する多様

な業種が立地する工業団地、そして、広域

に点在する独自の技術・ノウハウを保有す

る精密加工などの金属加工関連の中小企業

群といった産業集積を形成しています。 

 その産業集積の強みを活かして、将来に

向かって、持続的に市内産業を発展させる

ために、産業集積内の中小企業が連携し、

地場産業の金物の枠を超えた新たなメイ

ド・イン・ミキの製品やブランドの開発な

どの取組に対する支援が必要であると考え

ています。 

そのため、中小企業と中小企業、大企業、
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史・地理・文化等の必然性があ

る場所に、同一産業に関する非

常に多くの企業・大学等が同一

地域に立地し、競争と連携を図

ることで、国際的に優位となる

産業を育成・成長させることが

できるという地域経済学上の概

念のこと。 

同業種、異業種、大学等が連携して、新製

品（最終商品：例えば電動ツールや家電）

の開発や、成長産業分野（ロボット・医療、

そして航空）への参入、販路開拓（新市場）

などの取組に対して、市として支援ができ

ないかを検討しています。 

 市外から企業を誘致するという手段と併

せて、市内の産業を牽引し、連携のリーダ

ー的な存在になりうる中小企業の出現を期

待するとともに、その可能性がある中小企

業を発掘し、その成長を支援していくこと

も必要であると考えます。 

３９  金物輸出について、具

体的にどのような取組を

行っているのか。今後、

海外進出に関するコンサ

ルなどの派遣を行い、海

外需要に対して積極的に

取り組むという認識でよ

いか。 

令和元年度第１回三木市創生計画策定検

証委員会資料１「地方創生関係交付金～事

業・ＫＰＩ検証資料～」ｐ９に記載されて

いるとおり、第１期創生計画において、ト

ータルコーディネーター（コンサルタント）

の選任や海外での見本市への出展を通じ新

たな販路開拓を行いました。第２期創生計

画においても、第１期創生計画の取組を金

物組合等と連携し、引き続き行う計画とし

ています。 

海外への取組が必要な理由は、１０番の

回答にもあるとおり、今後国内の人口減少

に伴い、内需は確実に縮小していくため、

外需の取組が急務であるからです。 

４０  従来の「金物のまち三

木」は、安価な外国製品

等に押されもう通用しな

くなっている。市が業界

をリードして「〇〇なら

三木金物」といったメイ

ンテーマを打ち出すべ

き。 

４１  三木市としてハーブ産

業に力を入れる意味がわ

からない。創生計画に記

載するほど優先順位が高

いものなのか、マーケテ

ィングによる需要調査の

結果などを教えてほし

い。 

創生計画は、第２期創生計画ｐ６に記載

されているとおり、人口減少に特化した個

別計画となります。１０番の回答に記載さ

れているとおり、自然増を図るためには、

産業の振興が必要となります。 

 本市の基幹産業の一つである農業におい

て、所得を伸ばす方策として、六次産業化

（生産者による生産・加工・販売の一貫化
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による高付加価値化）の推進が有効である

という研究結果が出ています。本市では、

農業の六次産業化として、生産者や地元の

希望や要望などをとりまとめ、三木市ハー

ブ産業推進協議会を立ち上げました。第１

期創生計画においても引き続きハーブの六

次産業化に取組み、ハーブ産業の推進は、

国の地方創生関係交付金を受けました。 

 また、第１期創生計画の期間中に三木市

ハーブ産業推進協議会は法人化し、現在は

（株）みきヴェルデとなりました。その設

立経緯や協議会時代における地方創生関係

交付金との関係上、ハーブ産業の推進を第

２期創生計画に記載していますが、本市か

ら独立した別団体であることから、ハーブ

産業に特化したマーケティング等を当市が

実施することは考えていません。 

４２  三木市の農業には、鳥

獣害対策や新しいブラン

ド農作物など、多くの課

題がある。そのため、農

業分野の行政にしっかり

と人材を確保してほし

い。 

農業は、三木市の基幹産業の一つだと認

識しています。今後人口減少が進む中で、

生産年齢人口の更なる減少が予測されてい

ます。農業委員会等外部の意見を参考にし

ながら、本市の農業の抱える課題に即応で

きる人員の確保と、適材適所の人材配置を

していきたいと考えます。 

４３  三木金物、ゴルフ、山

田錦は、それぞれの産業

を支える担い手の確保・

育成が喫緊の課題であ

る。担い手育成なくして

三木の三大産業の維持、

三木市のブランド力維持

はない。 

ご指摘のとおりです。そのため、それぞ

れの産業ごとに対策を行っています。 

まず、三木金物の産業を支える担い手の

確保や育成については、大きく「事業承継」

と「技術継承」の二つの課題があると考え

ます。事業承継については、第２期創生計

画ｐ３９に記載があるとおり、本市と三木

市中小企業サポートセンター、三木商工会

議所との連携を強化して、事業承継計画の

策定、後継者の育成、スモールＭ＆Ａ、専

門家へのコーディネートなど総合的な支援

を行っています。技術継承については、三
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木金物後継者育成事業で継続的に支援を行

っています。 

次に、ゴルフ場の担い手として必要とさ

れるスキルを持つ従業者確保についても対

策を行っています。人材を募集するゴルフ

場とゴルフ場で働きたい外国語等の特定の

スキルを持った人材をマッチングする等、

側面支援を行っています。 

最後に、山田錦を含む農業については、

集落内の農地の５～１０年後を見据えた利

用状況をアンケート調査し、その結果から

得た課題を集落において話し合い、集落の

現状にあった「地域の農地を地域で守って

いく方策」をまとめた「人・農地プラン」の

作成を引き続き推進します。その中で、地

域の中心経営体となる営農組織・認定農業

者・新規就農者等の確保と育成を支援し、

併せて中間管理機構を利用した営農継続の

推進と農地集積を推進します。 

４４  既存産業の振興におい

て、「既に取り組んでいる

事」に取り組むべき優先

順位を明確にしてほし

い。 

第１期創生計画と同様、第２期創生計画

は５年間の計画であることから、社会情勢

の変化に対応する計画とするため、事業の

優先順位は定めていません。 

４５  新規企業誘致について

は、「若者が市外に転出す

ることを防ぎ、結婚しや

すい環境を創る」とある

が、この若者が、独身・

既婚・子どもの有無等の

属性の違いにより、求め

ている必要条件が異なる

ので、新規企業誘致は「若

者が市外に転出すること

を防ぎ、結婚しやすい環

境を創る」ことに当ては

まず、本市の若者の社会減の原因につい

ては、第１期創生計画ｐ３４～４３や第２

期創生計画ｐ２７に記載のとおり、所得水

準の低さや雇用形態が原因の一つであると

分析されました。このことから、所得向上

や働く場の創出のための施策の一環として

新規企業誘致を挙げています。 

また、１０番の回答にあるとおり、自然

減においても産業の振興が必要である理由

は、「経済力」が結婚における大きな要因と

なっているからです。 

施策は、大きくミクロとマクロの視点が
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まるかどうかが変わるの

ではないか。 

あります。ご提案いただいた個人の属性に

着目するミクロ施策（「極小の」の意味で、

一個人の給与等を指す。雇用で考えた場合、

失業した個人の希望に沿う企業を探すこと

等。）も重要ですが、三木市内の雇用の総数

全体を広げる施策も地方自治体に求められ

ています。このような、ある一定の規模全

体に係る施策が、マクロ施策（「大きな」「大

規模な」の意味で、圏域全体の経済や人口

等を指す。雇用で考えた場合、企業の求人

総数を増やすこと等。）となります。 

ご指摘の「転出を防ぎ」とは、市全体とし

て第２期創生計画ｐ３２の人口ビジョンに

記載している「社会増減数を±０とする」

ことに当たります。 

新規企業誘致は、マクロ施策となります

ので、ご指摘の点は当てはまらないと考え

ます。 

 ４６  空き家や空き店舗によ

る起業促進は、既存のも

のが続けていくことがで

きなかったそれなりの理

由がある。その分析あり

きで起業誘致戦略とな

る。 

 徳島県神山町の事例を

参考として、ひょうご情

報公園都市に回線整備を

行えば、サーバー事業者

の誘致が考えられると思

う。 

現在、起業希望者については、三木市中

小企業サポートセンターにおいて、希望の

業種や立地など、起業するご本人に合わせ

た相談や支援を行っています。その相談の

中で、市内の空き家や空き店舗を活用した

起業をしやすい環境を作るという意味であ

り、ご指摘のように空き家・空き店舗がま

ず存在して、そこに起業者を誘致するとい

う意味ではありません。特定の空き家や空

き地を埋める目的でなされるマーケティン

グは、市ではなくその土地等の所有者が行

うべき戦略であると考えます。 

また、任意の事業者をターゲットとした

企業誘致は、ひょうご情報公園都市の事業

者である県や企業庁の判断が必要となりま

す。なお、県は令和 2 年度に、企業立地の

促進や雇用の創出、民間企業の新たなニー

ズに対応するため、ＡＩ、ＩｏＴの活用基
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盤（５Ｇ）を備えた次世代型産業団地の整

備に向けた適地検討調査等を実施するとし

ており、事業化されれば、ご指摘の回線整

備が実現される可能性があると考えます。 

４７ 市内では近年、若者や

女性、シニアの起業が目

立っている。起業セミナ

ーや企業支援事業を活用

して成功されている例も

あり、そうした成功事例

や成功した人にフォーカ

スして、チャレンジでき

る街として三木市をＰＲ

してほしい。 

三木市中小企業サポートセンターの創業

や経営の支援実績がある企業を市広報等で

紹介・ＰＲすることを考えています。 

今後、「こんなことができるまち 三木」

のような移住者等、外部をターゲットとし

たＰＲも検討しています。 

４８ 商店街に力がある地域

は、活気がある。起業し

た人が、商店街の空き店

舗を利用する場合の支援

を手厚くしてほしい。 

 商店街の空き店舗対策として、三木商工

会議所、三木市商店街連合会と本市が連携

した商店街パワーアップ事業を実施し、家

賃補助をしています。 

その他、三木市中小企業サポートセンタ

ーと三木商工会議所が連携して、県の商店

街新規出店・開業等支援事業補助金や日本

政策金融公庫の創業融資などの活用支援も

行うなど手厚い支援を行っています。 

４９ 起業をめざす若者や学

生が集まりやすい場所を

構築してほしい。 

 三木市中小企業サポートセンターが創業

支援を行い、創業者同士の出会いの機会を

提供した若手起業家グループが自主的に各

店舗共通のポイントカード「totona(トト

ナ)」とＨＰを作成した事例があります。 

創業者同士が出会う機会を提供するとい

う支援ですが、集まる場所については、先

に開業した先輩起業家の店舗など、自発的

に創業者が場所を提供し、自分たちで自発

的に行動されていました。 

 ご提案にある、市が集まりやすい場所を

整えることが、目的に対し有効かどうか、

慎重に見極めながら検討します。 
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５０ 大学や高校、若者と連

携したリビングラボ※を

作ってほしい。 

また、リビングラボの

構築につながるような大

学・高校・企業他との連

携をお願いしたい。 

※「リビングラボ」とは、「新し

い技術やサービスの開発に、ユ

ーザーや市民も参加する共創活

動、または活動拠点。」のこと。

開発における企画、開発、評

価・テスト、改善といった全て

のプロセスにユーザーが参加す

る取組のこと。例えば、モニタ

ーとして開発中の製品を実際に

使用し、改良のためのアイデア

を出し合う、といった内容がリ

ビングラボに当たる。 

令和元年度第１回三木市創生計画策定検

証委員会資料１「地方創生関係交付金～事

業・ＫＰＩ検証資料～」ｐ２４・３１に記

載があるとおり、（一社）三木市生涯活躍の

まち推進機構では自動運転の実証実験やク

ラウドワーキングの導入を行いました。ま

た、公民連携事業として、インバウンド戦

略の一部として市内事業者に多言語対応の

テレビ通訳やＱＲコード決済機能を持つタ

ブレット機器を使った実証実験を行いまし

た。これらは、リビングラボに当たる取組

となります。 

また、リビングラボは目的ではなく、課

題解決の手段の一つであると認識していま

す。そのため、引き続き企業等との連携を

図りながら、課題解決の手段としてリビン

グラボが必要であれば、必要な企業等と連

携し、課題解決に努めます。 

５１ 起業をめざす人やビジ

ネスを学ぶ学生や子ども

達が、お試しでビジネス

を展開できるレンタルオ

フィスやレンタルレスト

ランがあれば、魅力的だ

と感じる。 

レンタルオフィスやレンタルレストラン

については、空き物件を市が借り上げるか、

家賃を補助するかということになり、費用

や場所の確保に加え、運営方法などの課題

があります。 

 一方、三木市においては、起業をめざす

方に対し、三木市・三木市中小企業サポー

トと三木商工会議所、吉川町商工会、兵庫

県信用組合が連携して、創業相談、起業ビ

ジネスプラン塾を実施し、創業補助金や創

業融資の活用支援を行うとともに、市独自

の起業家支援事業補助金や日本政策金融公

庫の利息補給など手厚い創業支援を行って

います。 

 将来、学生や子どもたちが、市外ではな

く、市内で起業することを促すために必要

な起業家教育、起業体験などの支援はどう
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いうものが必要なのかを研究していきたい

と考えます。 

５２  若者や女性の起業につ

いて、実績値が年４件に

対して、目標が２０２５

年に累計６５件、２０３

０年に累計１００件とな

る根拠がわからない。 

ご指摘のＫＰＩについては、第２期創生

計画ｐ５７に記載があるとおり、第１期創

生計画からの継続されているＫＰＩとなり

ます。ＫＰＩの項目内容、目標値ともに、

第１期創生計画ｐ１０２に記載されている

とおり、変更はありません。「累計」と示さ

れてあるとおり、第１期創生計画時からの

累計企業数が目標値となります。第１期創

生計画での平成２９年度（３年間）におけ

る実績値が累計４３件となっており、５年

間の目標値３０件を大きく上回っていま

す。 

第５章 ５つの柱と施策について 

２ 未来へ続く希望を創る 

５３  未婚・晩婚化対策は、

年齢別の課題を分析して

取り組まれることを勧め

る。市内同士で結婚した

くないという声も聴く。

色々な意見があるが、調

査・分析を行い、結果に

結びつく確率の高いイベ

ントや企画にするべきだ

と思う。 

本市の縁結び事業においては、イベント

や企画にばかり頼るやり方ではありませ

ん。 

仲人的な活動をしていただいている「出

会いサポーター（市民ボランティア）」の皆

さんは、結婚を希望し相談者として登録を

希望された方をサポートし、１対１のお見

合いや集団お見合いなどを通じて、結婚相

談などアフターフォローすることで年間平

均約１０組の成婚に繋がる中心的存在を担

っております。 

ただし、登録を希望しない方でも参加が

可能なパーティーを企画・運営していただ

いている団体「みきハート」については、

参加者確保のため、アンケートをとり、創

意工夫を凝らしたイベントや企画を開催

し、市内施設の活性化や市のＰＲにも努め

ていただいておりますので、今後も引き続

き参加者の声を聴き、ニーズの把握に努め

ていきたいと考えます。 
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５４  「男女の出会いの場を

増やす」とあるが、属性

などの分析をしっかり行

わないと効果が半減以下

となる。 

縁結び事業は、サポーター（市民ボラン

ティア）によるお見合いを主軸として行っ

ており、出会いの場の提供は、登録してい

る相談者同士のお見合いのためのきっかけ

づくりとなっています。 

また、成婚に繋がるケースの大半は、サ

ポーターの方から結婚相談や成婚へのステ

ップなど婚活に必要なさまざまなノウハウ

を一緒に勉強することで、人間的成長を伴

いながら成婚への道を歩んでいく、いわゆ

る人づくりに寄与しています。 

その結果として、成婚に結び付いていま

すので、属性にとらわれないケースが多分

にあります。 

しかしながら、登録までされない一般向

けの婚活パーティーによる場の提供につい

ては、参加者のアンケート調査によるニー

ズの把握に努めていきたいと考えます。 

５５ 未婚率の目標値は、日

本の平均をめざすように

感じるが、もっと上をめ

ざせばいいのではない

か。 

第２期創生計画ｐ２０に記載があるとお

り、本市の若者世代の未婚率は県平均より

も高い状態が２０年以上続いており、その

ことが合計特殊出生率の低さにつながって

いると分析されています。第 1 期創生計画

において、未婚化・晩婚化の解消に取り組

んだ結果、未婚率・合計特殊出生率ともに

改善されていますが、まずは県平均や全国

平均をめざすべきであると考えます。 

５６ 縁結び事業で誕生した

子どもの数、成婚数など、

すごい数字だと思いま

す。ぜひ頑張ってほしい。 

第２期創生計画においても、縁結び事業

を推進し、ＫＰＩである年間１０件の成婚

と２０３０年時点での縁結び事業で誕生し

た子どもの数１００人を達成できるよう、

取組みます。 ５７ 三木市の縁結び事業

は、素晴らしいシステム

である。ぜひこの制度を

もっとアピールしていた

だければと思う。 
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５８  三木市の子育て施策は

レベルが高いが、教育環

境を真剣に考えてもらい

たい。教育大綱はテンプ

レート的で、あやふやだ。

これでは、創生計画の達

成は難しい。 

教育大綱については、教育大綱の「パブ

リックコメントに対する市の考え方」の回

答にも記載していますが、三木市教育大綱

は、市長の教育に対する方針のみを記載し、

教育に係る内容については、教育振興基本

計画や、教育の基本方針において記載する

こととなっていることから、具体的な教育

内容についての計画は、教育振興基本計画

や、教育の基本方針をご覧ください。 

また、第２期創生計画においては、具体

的な教育内容として、ｐ４２・４３に概要

を示しています。学校教育においては、今

後推進する小中一貫教育や、コミュニティ

スクールの他に、第１期創生計画から進め

ている「タブレット導入による新たな学び

事業」や学力向上事業等に取り組んでいま

す。 

５９  子育て支援から教育の

取組は子育て世代の移住

の理由の一つとなる。ま

ずは、情報発信であり、

ストーリー性のある戦略

となってこそ、初めて効

力が発揮される。 

１３番の回答にあるとおり、第２期創生

計画においては、社会増による人口増だけ

でなく、子育て支援や誇れる教育の推進に

加え、結婚や出産を促すこと等により、自

然増により目標人口達成をめざす計画とな

っています。 

また、情報発信につきましては、ご指摘

にあるとおり、ストーリー性のある戦略は、

現在広く支持を得ています。当市において

も、第２期創生計画ｐ４４に記載がある広

報研修において、ストーリーとしての競争

戦略を取り入れた内容を実施し、市役所全

体として情報発信力を強化する取組を行っ

ています。 

６０  「コミュニティスクー

ル」とは何か。 

「学校運営協議会」を設置している学校

のことで、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律（第 47条の６）に基づいた仕組

みです。 

学校と地域住民等が力を合わせて学校運
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営に取り組むことが可能となる「地域とと

もにある学校」への転換を図るための仕組

みで、学校運営に地域の声を積極的に生か

し、地域と一体となって特色ある学校を進

めていくことができます。 

三木市についても、先進地域の取組を参

考にしながら、研究を進めます。 

６１ 「教育を受けさせるな

ら三木」という意気込み

に大いに期待している

が、具体的に強みや特色

がわからない。 

新学習指導要領では、子どもたちが未来

の社会の中で生きていくために必要となる

資質・能力を「学びに向かう力・人間性等」

「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力

等」の３つの柱に整理しています。三木市

では、「学びに向かう力」を育むため、自主

的に学ぶ姿勢と自己決定力や自己調整力の

育成を目的とした「みっきぃすてっぷ」に

取り組み始めました。これは、児童・生徒

が主体的に自分の学習課題に合ったプリン

トを選択し、チェックシートを使って、学

習の取組状況を確認しながら習熟度に応じ

た学習を行う取組です。 

また、「思考力、判断力、表現力等」を養

うために、授業改善の研究を目的とした「三

木市学力向上サポート事業」を実施してい

ます。この事業では、問題解決型の授業形

態に取り組んだり、言語活動を中心に思考

力･表現力を培うための授業を研究してい

ます。 

６２ 県がＩＴやＡＩの分野

の事業所誘致を進める中

で、プログラミング教育

やＳＴＥＡＭ教育を進

め、地元就職へつながる

ことを念頭に置いた教育

内容を研究してほしい。 

 ２０２０年度の新学習指導要領実施に伴

い、各教科等の特質に応じて、プログラミ

ングを体験しながら、論理的思考力を身に

付けるための学習、プログラミング教育が

始まります。一方で、子どもたちが創造的・

論理的に考え、未知の課題やその解決策を

見出す力を育むため、ＳＴＥＡＭ教育が推

進されています。これらの教育を推進して

いくためには、学校におけるＩＣＴ環境の
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整備、教材の開発や指導事例の集積、教員

研修の充実が重要となってきます。先進地

域の取組を参考にしながら、教育内容を研

究します。 

６３ 特区や国の支援を得な

がら、全国的にも先進的

な教育内容を構築してほ

しい。 

 現在、三木市においては、学校再編を進

め、小中一貫教育に向け、研究を行ってい

るところです。小中一貫教育の中核となる

のが、９年間を見通して系統性・連続性の

ある教育課程を編成・実施していくことで

す。９年間をつらぬき見通すことにより、

子どもたちの学習意欲が高まり、学力の習

得につながるとともに、自己肯定感や自尊

感情が高まると考えます。 

今後も、県内外の先進地域の取組を参考

にしながら、特色のある小中一貫教育の研

究を進めます。 

６４ 授業や部活、課外授業

等で、山田錦や金物、ゴ

ルフの体験を当たり前の

ように受け入れてほし

い。 

 総合的な学習では、地域のことを学ぶ機

会を設け、三木市の歴史や特産物等につい

て、調べたり、地域の方を講師に招いて、

学習を進めたりしています。具体的には、

平成 22 年度から全小学校において金物体

験事業を行っています。また、小学校では、

自然学校や学校行事としてスナックゴルフ

を活用するなど、ゴルフ体験を取り入れて

います。さらに、「みっきぃジュニアゴルフ

教室」を開催し、若い世代がゴルフに親し

む機会を設けています。 

６５ Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

やグローバル化の時代に

おいて、時代の中で生き

残れる人材づくりをして

ほしい。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０やグルーバル化の

時代においては、 これまでの一斉一律の授

業スタイルから抜け出し、読解力等の基盤

的学力を確実に習得させつつ、個人の進度

や能力、関心に応じた学びを行うことが求

められています。 

「Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０に向けた人材育

成に係る大臣懇談会」で提言されたように、

基礎的読解力、数学的思考力などの基盤的
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な学力や情報活用能力をすべての児童生徒

が習得できるように努めます。 

６６ 地域を支える人材、地

域活動や市政に参画して

くれる人材を育成してほ

しい。 

各学校ではボランティア活動として、児

童・生徒が地域の祭りや文化祭に参加して

います。また、小学校では、地域の方に指

導者として金物について紹介していただ

き、中学校ではトライやる・ウィークで地

域の事業所の方にお世話になるなど、多く

の方に支えられています。 

これからも地域とのつながりを大切に

し、三木市のよさを子どもたちに伝えなが

ら、未来の三木を支える人材を育成してい

けるよう取り組みます。 

６７ 小学校のころから、ス

ピーチ、プレゼンテーシ

ョン、ディベート、ファ

シリテーション等の能力

を育成する教育に取り組

むべきだ。 

小学校から、国語科や総合的な学習等で

スピーチやプレゼンテーション等の取組を

継続して行っています。具体的には、毎日、

朝の時間にスピーチの機会を取り入れた

り、決められた時間内におすすめの本の素

晴らしさを話し、聞き手が読みたくなる本

を選ぶビブリオバトルを実施するなど、工

夫をして取り組んでいます。 

ご指摘のとおり、子どもたちに、自ら問

いを立て、解決をめざし、他者と協働しな

がら新たな価値を生み出していく力を育て

るために、スピーチ、ディベートなどの能

力を育成することは非常に効果的であると

考えますので、引き続き、発達段階に応じ

て取り組みます。 

６８ 災害や休校時に、遠隔

で授業やコミュニケーシ

ョンができる体制を確立

してほしい。 

 ７０、７１番の回答にもあるとおり、本

市では現在タブレットパソコンの導入を図

っています。ネットワークの通信速度と安

全性を高める必要性がありますが、タブレ

ットパソコンを利用して、ご提案にあるよ

うな災害や休校時、また入院等の理由によ

り学校に来られない子ども達に対してコミ

ュニケーションや授業を行うことも、将来

６９ 病気や諸事情で学校に

行くことができない子ど

もに対して、遠隔等で授

業を受け、コミュニケー
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ションを取れるシステム

の構築を検討してほし

い。 

的に検討していかねばならない課題である

と考えます。 

７０  「タブレット型パソコ

ン」は、デジタルベース

のメリットを出せる教材

が文科省にあるのか。 

令和元年度１０月から、タブレットパソ

コンと教材を活用した授業を実施していま

す。デジタル教科書やタブレット用ドリル

が教科書会社等から既に発売されており、

本市では、履歴を元に個人の得意・不得意

を分析し、不得意を克服し得意なことをさ

らに伸ばす指導を行っていきます。現在は、

概ね４～５人に１台ですが、令和３年度か

ら令和５年度までにおいて、一人一台とす

ることで、デジタル教材のメリットを生か

した授業を行うことを計画しています。 

７１  紙ベースとデジタルベ

ースのメリット・デメリ

ットを認識して、教育プ

ランを策定し、実行する

管理人材がいるのであれ

ば、タブレット型パソコ

ンの有効活用は賛成だ。 

これまでの教育で取り組んできた、紙ベ

ースやアナログのよさを生かしながら、デ

ジタルのよさを取り入れていきたいと考え

ます。具体的には、令和元年度から、教員

に対し、デジタルのメリットやデジタル教

材の有効な利用方法についての研修を行っ

ています。 

令和２年度も、引き続きデジタル教材の

活用を深める研修を実施することで、児童

生徒一人一人に対して有効な授業内容とな

るよう、タブレット型パソコンを活用しま

す。 

７２  小中一貫教育は、教育

の特色化が必要であると

思う。 

小中一貫教育では、小学校及び中学校が、

９年間を見通した繋がりのある教育課程を

編成することで、学習指導上及び生徒指導

上で大きな効果が期待できます。先進校の

事例を基に研究を進め、三木市の各校や各

地域に応じた特色ある教育を展開していく

ことをめざします。 

７３  小中一貫校ではなく、

現実的な子どもの将来に

つながる全国有数の進学

現在、９年間の繋がりのある小中一貫教

育を通じて、三木市に住む全ての義務教育

段階にある子どもたちに、より良い教育環
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校など中高一貫校を誘

致、新設すべき。 

境を作り出すため、小中一貫教育を行う学

校への再編をめざしています。 

 そのため、中高一貫校を誘致、新設する

ことは考えていません。 

７４  図書館の貸し出し密度

については、コミックは

含まれているか。もし含

まれる場合は、コミック

の比率はどれくらいか。 

図書館の貸し出し密度にコミックは含ま

れます。コミック貸し出しの割合は、全体

の７．８％となっています。 

７５  図書館の外国語本の寄

贈について、窓口の設置

は既にされているのか。

市民にわかるように広報

してもらいたい。 

外国語本の寄贈については、他の本と同

じように図書館の窓口で受付けしています

が、ほとんど寄贈がない状況です。在住外

国人の方からも寄贈が受けられるよう、関

係機関と調整を行っていきます。また、外

国語本の寄贈について、図書館のホームペ

ージや広報等で周知していきます。 

７６  全国学力・学習状況調

査の平均正答率を上げる

取組を、教育のアクショ

ンプラン時でよいので、

市民に示してもらいた

い。 

ご指摘のＫＰＩは、第１期創生計画と同

じ内容となっており、第１期創生計画から

継続的に取り組みました。第１期創生計画

だけではなく、児童生徒や家庭向けのお便

り等で周知しています。 

放課後の「ひょうごがんばりタイム」等

補充学習や、習熟度別学習プリント「みっ

きぃすてっぷ」及び、タブレット型パソコ

ンによるタブレットドリルにより、個に応

じた学習指導と、家庭向けリーフレット「み

きっ子学習ガイド」を活用した家庭での学

習習慣の定着等を行っています。 

また、全国結果から分析した成績と関連

性の高い属性（住んでいる地域の行事に参

加している、自己肯定感が高い、朝食を食

べる等）を家庭と共有し、規則正しい生活

習慣の定着や自己肯定感の育成に取り組ん

でいます。 

７７  移住促進として、モデ

ル地区を設定し、既に移

モデル地区の設定はしていませんが、現

在、移住定住ＰＲ隊として３名の移住者に
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住している方や成功事例

を紹介し、ＰＲしてほし

い。また、受け入れる市

民側も、移住者の事例に

ついて、もっと学ぶ必要

がある。 

登録していただき、県民局等県が主催の移

住イベント等で活躍していただいていま

す。 

受け入れ市民側の移住者の事例を学ぶ機

会については、「まちづくり出前トーク」を

通じて縁結び課にご依頼いただきました

ら、出前講座を実施させていただきます。 

７８  三木市は大都会に隣接

する田舎のイメージがあ

るが、田舎であっても、

行政、医療機関、公共施

設、教育機関など、生活

に必要な場所としてちゃ

んとアクセスできるとい

うことがＰＲできれば、

移住・定住先として選ば

れる街としてのポテンシ

ャルが十分あると思う。 

７７番の回答にあるとおり、県が主催す

る移住イベント等に参加することで、移住

のＰＲを行っています。 

第１期創生計画で子育て支援や移住支援

等に関する取組を行った結果、９番の回答

にある通り、県内への社会減が社会増とな

り、総数として社会増減が改善しました。

また、２０、２１番の回答にもあるとおり、

関係人口等の取組を推進し、引き続き本市

に移住を希望される方に対し、三木の良さ

をＰＲします。 

７９  移住支援は、どのよう

な人に移住してほしいの

か。情報化社会において、

しっかりとした広報を行

えば、地域ターゲットを

絞る必要性はないと思

う。 

移住のターゲットを阪神間、大阪圏をタ

ーゲットしている理由は３点あります。 

１点目は、第２期創生計画ｐ２１で記載

がある通り、兵庫県を除く近畿地方への社

会減が改善していないこと。２点目は、兵

庫県内で人口増となっている４市区を分析

した結果です。人口増となっている要因は、

半数は外国人の増加、残る半数は、阪神間、

特に大阪圏へ通勤する住民の増加です（出

典：国勢調査、兵庫県内在留外国人数）。 

３点目として、移住する上で職場等への

距離感や環境等が身近に感じられることも

重要であると考えられる点です。 

これらのことから、ターゲットを阪神間・

大阪圏の本市へ移住を希望される方として

います。 

８０ ホームページは、リニ

ューアルで見やすくなっ

 市ホームぺージ上の個別計画の情報は、

分類メニュー「市政情報」＞「政策・計画・
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たが、探しにくい。例え

ば個別計画は各部署のペ

ージに散っていて、探す

のに時間がかかる。ま

た、多くの自治体で公開

されている一般的な計画

も、三木市では公表され

ていない場合がある。 

取組」＞「各種計画・指針」に掲載すること

としています。 

しかしながら、現時点でこの分類に掲載

されていない計画関連のページがあるた

め、各課へ登録を依頼するとともに、操作

研修の中でも呼びかけます。 

 

８１ 三木市のＳＮＳは、ツ

イッター、フェイスブッ

ク、ＹｏｕＴｕｂｅに１

６アカウントある。多く

のアカウントを合算する

フォロワー数をＫＰＩと

することは、ＳＮＳ戦略

として根本的に間違って

いるのではないか。１ア

カウントごとの平均フォ

ロワー数とすべきではな

いか。 

ＫＰＩのＳＮＳのフォロワー数は、現時

点でツイッター（１３アカウント）とフェ

イスブック（１アカウント）のフォロワー

数の合算を指標としています。 

ツイッターアカウントは部単位（一部課

単位）で設けられており、各部の所管内容

によって投稿のしやすさやフォロワー獲得

の難易度が異なるため、平均フォロワー数

を指標として設定することは考えていませ

ん。 

また、部単位（一部課単位）でアカウント

を運用するメリットとしては、利用者が手

に入れたいと思う情報を発信するアカウン

トを、利用者が選択して読者登録（フォロ

ー）できることだと考えます。 

 

８２ そもそも、三木市で２

桁にのぼるアカウントを

運営する意味と効果はあ

るのか。 

８３ 災害時に、瞬時に多く

の市民や関係者に情報を

発信するという意味で

は、複数のＳＮＳで１ア

カウントごとに多くのフ

ォロワー数を短期に確保

することが必須ではない

ですか。市内の世帯数が

３３，９４３世帯（令和

２年２月末現在）という

中で、目標の５年後に

４，７００人増は、目標

避難勧告などの緊急情報を、瞬時に市民

に届ける必要がある場合は、ＳＮＳだけで

なく、より伝達力の高い携帯電話向け通知

サービス「エリアメール」を併せて使用し

ています。 

市では、いざというときの情報をはじめ、

市民の皆さまとの関係性を高めることを目

的にＳＮＳの運用を行っています。 

この目的を追求するために、市が行うこ

ととして、防災情報をはじめ、イベント情

報、三木市の過去の出来事を振り返る情報

などを発信しています。 
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数として低すぎないか。 

危機管理や防災の面か

らも、数値設定、実現の

スケジュール等、根本的

に見直したほうがいいと

思う。 

２０２５年３月末の目標値であるフォロ

ワー数１０，０００人は、これらの取組を

継続・充実していくことで、到達見込みが

ある値と考えます。 

 

８４ 情報発信は、市民の市

政に対する信頼につなが

る。行政の市民に対する

説明責任、市民の知る権

利や市政参画の機会であ

るという重みをしっかり

と受け止めて、情報発信

を行ってほしい。 

市民の皆さまと、よりよい関係を築いて

いけるよう、引き続き取り組みます。 

 

８５ 市内外のインフルエン

サーを多く育成・連携

し、市民や民間活力を取

り入れて広報を展開すべ

きだと思う。 

市の広報を展開するにあたり、より柔軟

な投稿を行うことができる市民や民間活力

を取り入れることは、有効であると考えま

す。 

インフルエンサーの育成・連携につなが

る取組について、他市の事例などを参考に

しながら研究します。 

８６  創生計画出前講座は、

チーム三木の取組であ

り、賛成です。ＹｏｕＴ

ｕｂｅ等を使い、動画や

ビジュアルでの解説があ

るとより市民に伝わりや

すくなる。 

 出前講座には、動画にはない良さ（意見

交換や、理解度を確認しながら進めること

等）があります。また、動画配信において

は、視覚的に情報を伝えることができるた

め、多くの情報も理解しやすいという傾向

があります。ご提案いただいた、ＹｏｕＴ

ｕｂｅ等による創生計画出前講座は、講座

の特性や費用対効果等について、今後検討

します。 

８７  広報のアプリは、災害

時の情報は新機能を追加

してもらいたい。通行止

めになっている道路など

もわかるようにしてほし

い。 

 広報誌のアプリ化については、「広報み

き」を読むために特化しているアプリのた

め、災害時の情報を記載することはできま

せん。また、災害時の通行止めの情報につ

いては、今年度から災害時にホームページ

で情報提供できるようになりました。 



35 

 

なお、広報のアプリとは別に、市内の要

補修道路状況等を伝えるアプリは、一部の

自治体で採用されています。今後、導入事

例を参考にしながら検討します。 

８８  ホームページの改善の

一つの方法として、チャ

ットボットの導入を検討

してはどうか。チャット

ボットを使うと、必要な

情報へ案内するのが効率

的である。自治体向けの

チャットボットサービス

もあり、姫路市では既に

導入されている。姫路市

のものは使いにくいが、

本来のチャットボットは

使いやすい。 

 民間事業者がサービスの案内をする目的

で導入しているチャットボットは業務の効

率化に大きく貢献しています。 

一方で、自治体ＨＰ向けのチャットボッ

トについては、ホームページのリニューア

ルを行う際に、導入について各社のサービ

スを比較検討しましたが、ご指摘の他市で

のチャットボットサービスと同様の使いづ

らさがあり、導入費用と使い勝手の点で、

導入を見送ったという経緯があります。 

 今後、自治体向けチャットボットサービ

スの費用対効果や使いやすさの改善をみな

がら、導入を前向きに考える予定です。 

８９  ＳＮＳのフォロワー数

は、短期に一気に獲得し

ないと収縮する。市民と

市外の方、年齢層など属

性を明確にして、発信の

目的を明確にするべき。

また、現在の三木市のＳ

ＮＳはアカウント数が多

く、情報を受け取る側に

わかりにくい。 

 発信する内容については、市民向けの情

報を基本として考えているため、属性につ

いては市民および関係人口を想定していま

す。特定の属性に向けたサービスを行う組

織と異なり、自治体の情報発信には年齢層

や性別等の属性による情報発信ではなく、

全ての年齢層への発信が求められていま

す。その中で、本市ではツイッターアカウ

ントを部単位（一部課単位）で運用してい

ます。各アカウントでは主に業務に応じた

投稿を行っているため、利用者が手に入れ

たい情報を発信するアカウントを、利用者

が選択して読者登録（フォロー）できるよ

うになっています。  

９０  創生計画や三木市総合

計画は、最重要事項であ

るため、市内外の人にＰ

Ｒするため、ホームペー

ジのトップや「市長の部

トップページは、利用者が情報を探す拠

点としての役割を持っており、新規性の高

い情報や市が広く周知したい取組などを掲

載しています。 

近年では、インターネット利用者の多く
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屋」等に計画や進捗状況

を置くべきではないか。 

が、検索エンジンから直接、見たいページ

を閲覧する傾向が強くなったため、トップ

ページにリンクを設置する優位性は、以前

と比べて低くなってきていますが、利用者

の目に入りやすくなることで、認知拡大に

つながると考えます。 

総合計画、創生計画については、令和 2年

4 月から新たな計画がスタートするため、

トップページへのリンク設置について、期

間等を含めて検討します。 

９１  市民憲章、三木市総合

計画、創生計画はすべて

ホームページのトップペ

ージに置くことで、市内

外に発信すべき。 

第５章 ５つの柱と施策について 

３ 協働のまちを創る 

９２  「生涯活躍のまち」は、

主婦や定年退職後の方な

ど、何時間働きたいか等

の属性リストを作成する

ことで、雇用を広げるこ

とができると思う。無料

ではなく、仲介手数料を

市が取り、低価格で提供

すれば市内産業の活性化

につながる。 

 第１期創生計画から取り組んでいる「生

涯活躍のまち」の推進において、（一社）三

木市生涯活躍のまち推進機構では、ご提案

内容にあるような主婦や定年退職後の方な

どによる自由な働き方ができるクラウドワ

ーキングを行っています。また、料金等に

ついては、機構が自走できる仕組みを取り

入れています。 

さまざまな環境にある方が、それぞれの

状況や能力に応じた働き方ができる社会の

実現をめざします。  

９３  スマホやウォッチな

ど、ウェアラブル端末を

使ったクラウド型健康管

理システムの活用を市民

に推進してはどうか。 

 ご提案内容については、ウェアラブル端

末を所持する必要があることから、限られ

た市民へのサービス提供となる可能性があ

ると考えます。現在のところは、システム

開発・導入の計画はありません。しかし、

次世代型行政サービスの一つとして、健康

情報システムや健診結果等のデータ活用な

ど、今後の動向をみながら今後、必要に応

じて検討します。 

第５章 ５つの柱と施策について 

４ 持続可能なまちを創る 

９４ 神戸電鉄志染駅の南側

は、市外から高い評価を

志染駅南側の土地活用について、志染駅

周辺まちづくり基本構想の策定を行ってい
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得ている店舗が集中する

「三木市最大の激戦区」

である。早期に整備・活

性化の方向性を示してほ

しい。 

るところです。現在は、関係機関及び関係

者と協議を行っており、基本構想がまとま

りしだい、整備の方向性などを公開する予

定です。 

９５  大村地区の土地区画整

理に際し、神姫バスのバ

スターミナルとリンクし

て使えるようになれば、

さらに魅力が高まるので

はないか。 

大村の土地区画整理事業は、地域の土地

所有者からの申し出によるもので、事業区

域につきましては、地域の意向もあり、イ

オン三木店南側の駐車場及び農地での実施

を考えています。ご提案いただきました神

姫バスのバスターミナルにつきましては、

地域及び関係者の意向を確認したうえで必

要に応じた検討ができればと考えます。 

９６ 大村の土地区画整理事

業において、「事業者の誘

致」を行う際は、誘致の

マーケティングを行い、

誘致のメリット・デメリ

ットなど、分析して行う

ことで、誘致活動を効率

化できるのではないか。 

都市計画マスタープランに、大村地区イ

オン周辺は、商業拠点の形成に努めると示

していることから、商業系の事業者の誘致

が必要と考えます。今回ご提案いただきま

した、マーケティング調査は、土地の有効

活用の効率化を図る上で有効な手段と考え

ますので、市の方針及び関係者の意向を組

入れた形での調査が出来ればと考えます。 

９７ 廃校の利活用につい

て、全国の成功例を是非

参考にしてほしい。 

令和２年度に、廃校の利活用に関し、視

察等の利活用事案の研究を行う予定として

います。 

９８  大和ハウスとの連携に

よる青山７丁目の開発

は、市内業者ではなく、

大手に委託するのは市内

事業者の活性化に反する

ことではないか。是非、

市内業者が活性化するよ

うな道を選んでほしい。 

 青山７丁目の開発については、大和ハウ

ス工業（株）が所有する土地における開発

に関連して、大和ハウス工業（株）が土地

の一部を本市に寄贈することから、まちの

魅力向上につながるまちづくりを公民連携

により進めるという内容です。業務として

「委託」しているものではありません。詳

しい連携内容については、ホームページ上

に協定書を公開しております。 

今後も、地域課題を解決するために取り

組んでいただける事業者や団体との連携に

加え、チーム三木一丸となり取り組みます。 
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９９ スマートインターチェ

ンジは、小野市に近く、

小野市にメリットがある

だけのような気がする。

三木市として導入するメ

リットを教えてほしい。 

現在、三木小野ＩＣは、南北の幹線であ

る国道１７５号を通る車と、三木市街及び

小野工業団地等から三木小野ＩＣを利用す

る車が集中し、渋滞が発生しています。三

木スマートインターチェンジ（以下、「ＳＩ

Ｃ」という。）を設置することにより、国道

１７５号を通る車は三木小野ＩＣを、三木

市街及び小野工業団地等からの車は三木Ｓ

ＩＣを利用するよう役割分担を行うこと

で、三木市内の国道１７５号の渋滞、三木

市街の渋滞を緩和することができると考え

ます。また、三木ＳＩＣ設置による影響範

囲は、小野市よりも三木市内の多くに及ぶ

と考えられます。なお、渋滞緩和以外の三

木市のメリットは、市内の交通事故の減少、

市内ゴルフ場へのアクセス性向上、金物産

業・観光産業の活性化等が挙げられます。 

１００ 環境については、ごみ

だけではなく、県道のト

ラックの交通量増加に伴

い、道が凸凹になり振動

や悪臭被害が発生してお

り、対処してほしい。県

に、市からも要望してほ

しい。 

県道の道路の凸凹による振動について

は、場所等を詳しく伺ったうえで県に要望

しますので、道路河川課までご連絡くださ

い。 

また、悪臭については、具体的な内容を

生活環境課までご連絡ください。 

１０１ 南海トラフ地震の際に

都市部の方の被災時の避

難先としても活用できる

ように、ゴルフや農業体

験等を楽しめる週末ライ

フの２地域居住先とし

て、三木市の空き家を活

用してもらえるような施

策は検討されないのか。 

３７番の回答にもあるとおり、兵庫県の

条例により、民泊として空き家を利用する

ことは非常に難しい状況です。その中で、

ご提案にあるような２地域居住先として空

き家を活用するためには、まず所有者のご

意向が重要となります。 

所有者のご希望で貸出先を探されている

場合や、移住推進時に２拠点居住を希望さ

れる方がいる場合は、事業者同士が連携す

ることで、同様の取組を行いたいと考えま

す。 
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なお、災害、緊急避難時における仮設住

宅としての空き家の利用については、検討

を進めていきます。 

１０２  住宅環境については、

全国的に見て借家の着工

数は減少傾向にある。今

後は空き家等の中古住宅

をいかに活用するかが重

要だ。 

 

 空き家の活用については、第１期創生計

画での取組として、第２期創生計画ｐ４３

に記載している「ＵＩＪターン住宅取得支

援事業」の対象を中古住宅にも広げました。

この制度は、若者世代が三木市内の住宅を

取得する際に住宅取得費用の一部を助成す

るものです。 

 約２年間でこの制度を利用して中古住宅

に移住された方が１０件あり、第２期創生

計画においても、空き家を活用した移住支

援に引き続き取組みます。  

１０３  空き家をうまく活用し

て、縁結び事業で結婚し

た夫婦に安く提供するな

どすれば三木市へ定着し

てもらえるのではない

か。 

若者の婚姻に伴う新生活の支度金を支援

する結婚新生活支援事業では、空き家など

の中古物件に対する補助実績がないことか

ら、新婚世帯の空き家に対するニーズ自体

がないことがわかっています。 

しかしながら、縁結び事業で成婚された

方に対する支援については、調査・研究し

たいと考えます。 

１０４ ＬＥＤ化率について、

２０３０年に１００％と

なっていないのはなぜ

か。現在発売されている

商品はほとんどがＬＥＤ

ではないのか。 

目標値には、市役所が管理するもの以外

にも、地元自治会が管理する防犯灯等が含

まれます。費用については、ＬＥＤ化に伴

い、市からの補助以外に自治会に一定の負

担が発生するため、ＬＥＤ化については、

地元自治会の意向が優先されます。 

１０５ 志染駅から西神中央方

面への道路アクセスを早

急に改良してもらえるよ

うに、神戸市と連携して

ほしい。 

高和志染線の整備については、三木市部

分については既に整備しましたが、神戸市

部分の取組について、平成３０年度及び令

和元年度に、高和志染線の道路整備につい

て神戸市に要望を行いました。現在、進捗

がないことから、引き続き要望していきま

す。 

１０６ ＤＭＯや特区に挑戦で ＤＭＯについては、三木市観光協会及び
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きるような広域自治体連

携をお願いしたい。 

近隣市観光協会において、ＤＭＯを設置す

る機運は高まっておりません。 

特区についても、広域自治体で連携し、

特区申請をすることにより解決できる課題

が何であるかを共有する段階にありませ

ん。 

ＤＭＯや特区に挑戦することを目的とす

るのではなく、自治体同士が共有する課題

を認識し、その課題解決に至る過程でＤＭ

Ｏや特区を含めた最も良い解決方法を検討

し、必要に応じてＤＭＯや特区を視野に入

れた、適切な広域自治体連携を行います。 

１０７ スマート自治体推進事

業について、活用する人

材の確保をしてほしい。

使いこなし、活用でき、

新たな発想ができる担当

者がいないと、導入の効

果が最大限に発揮されな

い。 

民間事業者のノウハウも取り入れる中

で、研修等を適切に行い、効率的な自動処

理の導入・運用を行う予定です。 

１０８  ふるさと納税の返礼品

は、地域課題解決や市民

活動や市立学校活動等の

支援につながるような

「コト」を目的とした寄

附も検討してほしい。 

ふるさと納税には、寄附いただく方が使

い道を指定できることで、既に地域課題解

決等を目的とした寄附としての一面があり

ます。 

例えば、「神戸電鉄粟生線三木駅の再生」

という使い道に対して、約１年半で１億円

を超える寄附をいただいています。 

引き続き、庁内連携を進め、地域課題に

対し、その課題解決に向けた取組がふるさ

と納税として多くの市外の方から共感を得

ることができるものなのかを検討すること

で、地域解決型の寄附の手法を考えます。 

１０９  三木若者ミーティング

について、開催内容につ

いてしっかり発信を行っ

てほしい。 

 三木若者ミーティングは、７番の回答に

あるとおり、三木市総合計画の策定におけ

る過程で実施しました。内容については、

三木市総合計画に記載しています。 
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 また、今後開催する際にも、引き続き、

開催内容及び結果について発信を行いたい

と考えます。 

１１０ 三木若者ミーティング

については、素晴らしい

活動だと思う。２０代の

社会人にも場を設けると

いいと思う。 

社会人については、第２期創生計画ｐ４

４に記載の創生計画出前講座や、既に実施

している「まちづくり出前トーク」、市政懇

談会等を通じ、「チーム三木」として協働の

まちづくりを進めたいと考えます。 

１１１ 三木若者ミーティング

事業の前提として、子ど

も達に対するミーティン

グに必要な資質の教育の

実施と、若者向けの創生

計画出前講座の実施が必

要だと思う。 

三木若者ミーティングの開催内容の中

に、グループワークやディスカッション等

のアクティブラーニングとしての機能が含

まれていることから、三木若者ミーティン

グそのものが、グループワーク等を通じて

資質を育成する場であると考えます。 

創生計画出前講座については、要望があ

れば若者向けの講座を実施する予定です。 

１１２ 観光入込客数の目標数

値に対して、公共交通を

どのように対策していく

かの方向性がわからな

い。 

例えば、ネスタリゾート神戸行きの公共

交通を充実させることで、観光客用の交通

を充実させるとともに、沿線住民の生活の

ための交通も充実させ、観光入込客数の増

加に加え、公共交通の充実にもつなげてい

きたいと考えます。 

１１３ 第２期創生計画におい

て、「ニューツーリズム」

についての言及が見当た

らない。ＫＰＩ項目もあ

り、確実に交流人口の拡

大につながるため、ゴル

フツーリズムとの連動は

不可欠のはず。 

第２期創生計画ｐ５３に、「歴史をはじめ

とする本市の豊かな観光資源を「ニューツ

ーリズム」でつなぎ合わせることで、市全

体を「観光都市」として活性化する。」と記

載しています。 

１１４ ＫＰＩの数値目標や参

考値に対して、ＤＭＯの

構築準備環境を整えると

いった言及がなく、戦略

が見えず、気弱な目標設

定であると感じる。 

１０６番の回答にあるとおり、三木市観

光協会及び近隣市観光協会において、ＤＭ

Ｏを設置する機運は高まっていません。ま

た、ＤＭＯのような広域連携の仕組みは、

共通の地域課題が共有され、ＤＭＯがその

課題解決に有効であると当事者間での認識
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があって初めて設立となるものです。 

そのためには、組織の担い手や進める事

業が何であるか等明確にする必要がありま

す。 

目標値については、観光客入込客数が２

０１８年に５０４万人を２０２５年に５５

０万人とするものであり、気弱な目標設定

ではないと考えます。 

１１５ 観光入込客数の目標値

は、２０２５年に５５０

万人となっており、どう

やって増やす計画である

のか教えてほしい。 

市内の観光施設の老朽化が目立ってきて

いるところですので、施設管理者等と検討

するなかで中長期的にリニューアル工事を

実施し、観光施設の魅力アップを図ること

で、集客力をアップさせます。 

また、今年度に発行した「三木版るるぶ」

やＳＮＳ等をはじめ、令和２年６月にオー

プンする「あじさい園」など、三木市の様々

な魅力を効果的に情報発信し、リピーター

を増やすことで観光入込客数の増加に努め

ます。 

１１６ 観光入込客数を増やす

にあたり、バスや電車、

タクシーなどの公共交通

との連携はどう考えてい

るのか。 

１１２番の回答にもあるように、観光客

のみならず、各地域で生活される方々の移

動手段として整備・連携することで、交通

空白地の解消や観光入込客数の増加にもつ

ながるものと考えます。 

１１７ 観光は、「モノ」から「コ

ト」に移行しており、三

木市には金物のように体

験できる環境資源があ

り、ツーリズム化するこ

とで観光客の増加が期待

できる。Ａｉｒｂｎｂは、

民泊だけでなく、体験ツ

アーも多く登録されてお

り、検討してはどうか。 

金物体験ができる「三木かじやツーリズ

ム」は、第１期創生計画で実現に向けて取

り組んだ結果、５年間かけて販売すること

ができる段階まで到達しました。 

今後の販売手法は、販売元の判断となり

ますので、ご提案をお伝えします。 

１１８  「かじやツーリズム」

について、包丁づくり体

寄贈いただき、ありがとうございました。

いただいた動画についてどのような場で市
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験のビデオを三木市に寄

贈しているので、是非活

用してほしい。 

として活用できるか検討しています。 

１１９  観光客向けのポータル

サイトやアプリ等の媒体

が必要ではないか。デジ

タルである必要はない

が、市外から来た人に三

木市内の飲食店などを知

ってもらう仕掛けが必要

である。 

観光客向けのポータルサイトについて

は、三木市観光協会が「みきマルまるナビ」

を既に作成しています。 

また、ＪＴＢとの連携により「三木版る

るぶ」を作成し、観光施設等に設置した結

果、大変好評をいただいております。 

１２０ 飲食店等の市内事業所

や観光案内、医療機関、

教育機関他において、外

国語翻訳機の普及支援と

いった外国語・多言語対

応できるような支援が必

要だと思う。 

令和元年度第１回創生計画策定検証委員

会資料１「地方創生関係交付金～事業・Ｋ

ＰＩ検証資料～」ｐ３１に「おもてなし戦

略」と記載のとおり、第１期創生計画にお

いて、インバウンド戦略の一環として市内

事業所に多言語対応のテレビ通話通訳サー

ビスやＱＲコード決済機能を持つタブレッ

ト機器を使った実証実験を行いました。そ

の結果、現時点では市内事業者の活用が少

なかったことから、事業者への外国語翻訳

機の普及支援については、今のところ検討

していません。 

また、「日本語教育の推進に関する法律」

では、行政の責務として外国人への日本語

教育が国の指針として規定されており、市

では多文化共生社会への取組の一環とし

て、外国人住民への日本語教育の機会創出

及びコミュニケーション支援を進めたいと

考えます。具体的には、AI 翻訳機や AI 通

訳機の導入も予定しており、その取組の中

で学校、病院、事業所等との連携を図りま

す。 

教育機関については、１２２番の回答を

ご覧ください。 
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第５章 

５ 多様性を認め合う社会を創る 

１２１ 多文化共生事業は、早

急かつ必須の事業だと思

う。医療機関や教育機関

等、専門知識を必要とす

る分野での外国人住民の

サポート人材の確保をお

願いしたい。 

多文化共生社会の趣旨は、行政以外にも

事業者や地元住民、外国人住民が互いに歩

み寄る社会を構築することです。 

第２期創生計画のＫＰＩに「外国人住民

を雇用している事業者で、多文化共生社会

の実現に協力する事業者数」を挙げている

ように、雇用する事業者や地域と連携する

ことで支援体制を構築します。外国人住民

を一方的にサポートする人材を確保するの

ではなく、住民相互の理解を深めることで、

「サポートしたい」と思う地元住民を支援

し、多文化共生社会を実現することを考え

ます。 

１２２ 外国人住民との共生に

は、日本語教育が必須で

あると考える。大人だけ

ではなく、子ども達を対

象とした「こども日本語

教室」のような制度を創

設すべき。 

多世代を対象とした日本語教室を、国際

交流協会を通じて実施しています。 

子ども日本語教室については、現在夏休

みの宿題支援などを実施しています。今後

の社会的ニーズや外国人住民の増加に応じ

て、専門人材の育成を含めた制度創設を検

討します。 

また、現在、三木市内の学校では、日本語

指導が必要な児童生徒には、児童生徒の母

語を話せる多文化共生サポーター、放課後

を中心に日本語指導を行う日本語指導支援

員を派遣しています。 

今後、市民協働課および三木市国際交流

協会、教育委員会と連携しながら、日本語

指導の一層の充実を図ります。 

１２３ 外国人居住者が関わる

トラブルとして多いの

が、「ゴミ問題」と「騒音

問題」である。多言語表

記の案内冊子の配布やご

みステーションの掲示を

多言語表記の冊子やホームページによる

多言語の案内を既に作成しており、外国人

の方が住民登録手続等で市役所を訪問して

いただいた際に冊子を必ずお渡ししていま

す。 

また、第２期創生計画ｐ５４に「雇用事
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行い、雇用企業との連携

で雇用側が居住させる場

合に活用してもらえばい

いのではないか。 

業者や（略）連携し、外国人住民の方が日

本で生活していく上での必要な支援体制を

構築する」とあるとおり、雇用事業者との

連携を進める予定です。 

１２４ 人口減少社会となり、

人手不足が深刻化する中

で、労働力として障がい

がある方の活躍が期待さ

れている。障がいのある

方が生活しやすいユニバ

ーサルデザインのまちづ

くりは、そういった新し

い活力が生まれるまちに

なると思う。 

第２期創生計画ｐ５５に記載があるとお

り、共生社会ホストタウン事業や既存事業

を通じて、ユニバーサルデザインのまちづ

くりを進めます。 

１２５ 高齢化が進むと、免許

返納が進み、医療やその

他のサービス、例えば在

宅医療や車両販売の分野

の支援事業も研究してほ

しい。高齢者になっても

住みやすいユニバーサル

デザインなまちだと、移

住者も増えると思う。 

第２期創生計画ｐ５５に「ユニバーサル

デザインのまちづくり」について記載して

います。 

ご提案の在宅医療や車両販売への研究に

ついては、三木市総合計画の「地域の思い

を形にするプロジェクト」等を通じ、地域

の思いに寄り添いながら研究を重ねます。 

第６章ＫＰＩ一覧 

１２６ ＫＰＩに、「１件当たり

のパブリックコメントの

応募人数」を加えるのも、

良いと思う。 

パブリックコメントは、「三木市市民意見

公募手続条例」において、「市の基本的な政

策案等の決定に当たり、（略）必要な事項を

公表し、広く市民等からの意見、提案及び

情報を求め、市民等から提出された意見等

を考慮して決定を行う」と記載されている

とおり、広く市民からの意見を聴く制度と

なっています。 

まず、第２期創生計画のＫＰＩとして、

人口減少対策としてご提案のＫＰＩが適当

かどうかについて、委員会などで分析を行

う必要があります。 

１２７ 高齢者ボランティアポ

イントや健康ポイント、

高齢者大学の授業内容等

を通じて、パブリックコ

メントの提出を促す仕組

みを作れば、市政内容の

周知や市政参画につなが

ると思う。 
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 また、高齢者ボランティアポイントや健

康ポイントは、付与される条件として「指

定施設等における清掃（略）」等の作業や「健

康づくりに資する活動」等活動が指定され

ており、対象者が全市民ではない事業にな

ります。パブリックコメントの提出を促す

内容が、それぞれの制度の目的や条件とし

て適しているかどうかという問題がありま

す。また、一部の方が対象の制度で現金や

商品等に換金可能なポイントを活用するこ

とが、広く市民の意見を募集するというパ

ブリックコメントの観点から妥当ではない

と考えます。 

高齢者大学については、高齢者が、市政

を含めた社会への参加方法の一つとして有

意義なご提案です。高齢者の経験や知識に

基づく意見を伺うことは、パブリックコメ

ントの趣旨にも合致します。今後、この制

度の広報・周知について検討します。 

１２８ ＫＰＩの実績値の時期

にばらつきがあり、数値

設定に疑問を覚える。 

３番の回答にあるとおり、第２期創生計

画は、平成２７年度に策定した第１期創生

計画において、毎年実施内容の検証を行い、

ＰＤＣＡサイクルを経た結果として策定さ

れました。そのため、約半数のＫＰＩが第

１期創生計画から踏襲されています。 

第２期創生計画ｐ５７のＫＰＩ一覧で、

第１期創生計画時から踏襲されているＫＰ

Ｉかどうかがわかるようになっています。 

古い実績値を使用している理由は、踏襲

しているＫＰＩについては、第１期創生計

画の最終年である令和元年度の結果につい

て、令和２年度の委員会で引き続き検証す

る必要があることから、実績値を第１期創

生計画で記載した内容としています。また、

第１期創生計画での実績値を踏まえ、数値

目標を設定しています。 

１２９ ＫＰＩに、古い実績値

がある。最新の実績値が

必要ではないか。 

１３０ 実績値は、未確定であ

っても「２０２０年確定

見込」等で最新のものを

記載すべきではないか。

最新数値がわからない

と、ＰＤＣＡが回せない。 
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  最新数値については、５番の回答にある

とおり、計画の改定時に公開しています。

第２期創生計画においても、第１期と同様

に改定時に最新数値を更新する予定です。 

１３１ ＫＰＩで、第１期創生

計画から削除されたもの

が多くある。理由は何か。 

第１期創生計画を策定した翌年の平成 28

年度から毎年委員会において検証した内容

を踏まえ、担当課と調整した結果、削除し

たＫＰＩや、数値の変更を行ったＫＰＩが

あります。 

それらの理由等については、令和元年度

第２回三木市創生計画策定検証委員会資料

２「第２期三木市創生計画の方向性及びＫ

ＰＩ検討資料」で廃止・統合・変更するＫ

ＰＩの理由について公開しています。 

また、新規のＫＰＩについては、三木市

創生計画策定検証委員会で議論いただき、

第２期創生計画で新たに加えた施策の効果

検証を行うために、追加しています。 

１３２ 新たに設けたＫＰＩが

３０個、削除したＫＰＩ

が２２個ある。この説明

はないのか。この説明を

きちんと公開することが

ＰＤＣＡの最初の一歩だ

と思う。 

第 7章資料編 

１３３  長期の定住の指標とな

る「分譲価格」の資料が

必要である。 

 創生計画上、分析対象となる指標は、経

年比較ができ、同一条件による比較ができ

るものが対象になります。 

経年比較については、分譲価格は、同一

地点での分譲住宅が売りに出されることで

しか経年比較ができません。本市の分譲物

件はほとんどが戸建て住宅である特性か

ら、同一地点での分譲価格の調査は難しい

状態です。 

同一条件についても、広さや公共施設・

道路・駅やバス停等への距離、土地の形状、

築年数等価格要素をすべて同一にすること

は困難で、比較できないため、分譲価格の

調査は難しいと考えます。 

１３４  通勤・通学者が増加傾

向にあることの詳細な分

析と強化策が必要であ

 ご指摘の点を受け止め、今後計画の見直

しを行う際に分析を行います。 
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る。 

１３５  主要観光施設の入込客

数に、スタジオアリスや

トラストレディースが入

っていて他の大会が入っ

ていないのはなぜか。 

 主催者が入込客数を公表していない大会

があるためです。 

その他 

１３６  創生計画は、個別計画

であるにもかかわらず、

三木市総合計画よりも漠

然とした印象を受けた。 

 ４番の回答にあるとおり、第２期創生計

画は、人口減少対策に特化した個別計画で

あるものの、４５年続くわが国の少子化と

いう人口減少問題は、要因が複雑に絡んで

おり、一朝一夕に解決できない問題です。

そのため、担当部署が多岐にわたり、総合

的に施策を行う必要があります。そこで、

各課が行う事業を抜粋して記載しており、

全体を網羅した全体図を示す内容となって

おり、漠然とした印象を与えたものと考え

ます。 

また、第２期創生計画は第１期創生計画

１１７ページの内容に５年間のＰＤＣＡに

よる検証作業を加えて策定されたという経

緯から、委員会での資料、議事録等膨大な

内容となるため、全体像を指し示すために

できるだけ「手に取って読んでいただける」

程度の容量に収めるため、第１期創生計画

やホームページ等で公開している情報は割

愛し、８２ページにまとめた内容となって

います。内容をすべて一つにまとめること

は可能ですが、２００ページ、３００ペー

ジの膨大な「手に取って読んでいただけな

い」計画になる恐れがあります。このジレ

ンマを埋めるため、割愛した内容や第１期

創生計画における市民の方からいただいた

ご質問等をわかりやすくお伝えする手段と

して、創生計画出前講座を計画しています。 

 第１期・第２期創生計画は、「２０６０年

１３７  各施策を通じて、これ

からの５年間に具体的に

何をしていくのかが見え

ない。網羅的に施策を重

ねており、他市町村とは

明らかに異なる制度、税

制、医療等の「キモ」だ

というものが見えない。 

１３８  第２期の「目玉施策・

事業」が必要ではないか。 
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に人口５万人を維持する」という人口ビジ

ョンに常に立ち返る必要がある計画です。

この人口目標を達成するため、複合的に施

策を行う必要があり、その施策が「なぜ」

必要なのかという分析を含めて示す体系図

がこの計画になります。第１期創生計画お

よび第２期創生計画では、「なぜ」から人口

ビジョン、施策に至る過程全体を指し示し

ています。 

 ご提案の「目玉施策」や「他市町村と明

らかに異なる制度」を示す目的は、例えば

市民に市政としてわかりやすく示す、移住

者誘致に利用するといったことが考えられ

ます。市民にとって重要な情報や市政につ

いては、引き続き新聞発表や予算資料、広

報みき等でその都度わかりやすく情報発信

を行います。移住者向けには、不動産事業

者に置いていただくリーフレット等、ター

ゲットに合う広報を進めます。ターゲット

によって「何が目玉か」も異なります。市

民、市外の方、関係人口の方など、ターゲ

ットに応じた情報発信が「伝わる情報発信」

であると考え、引き続き検討します。 

１３９  三木市総合計画に掲載

されていた「防犯・防災」

は、安心安全なまちの条

件であり、第２期創生計

画でも項目を設けて、取

組や方針を取り上げてほ

しかった。 

 ご指摘の点を受け止め、今後、委員会の

中で議論をしていただき、検討します。 

１４０  外国語、省略語（シェ

アリングエコノミーやＲ

ＰＡなど）には、注釈や

日本語表現が必要であ

る。 

 ご指摘の点を受け止め、注釈を追記しま

す。 

 


